
事  業
区    分 工 事 費 事 務 費 事 業 費 国庫負担額 負 担 率 市 町 村 数

主体別

都 一 般 分 95,413,410 2,153,555 97,566,965 65,293,641 0.669        －

道 離 島 分 2,975,772 75,258 3,051,030 2,440,821 0.800        －

府 激甚災分 － － － － －        －

県 計 98,389,182 2,228,813 100,617,995 67,734,462 0.673        －

市 一 般 分 26,254,878 1,125,690 27,380,568 18,462,560 0.674 533

離 島 分 854,299 37,663 891,962 713,569 0.800 25

激甚災分 23,989,575 686,903 24,676,478 20,958,550 0.849 33

村 計 51,098,752 1,850,256 52,949,008 40,134,679 0.758 591
(566)

管 一 般 分 － － － － － －

理 離 島 分 － － － － － －

組 激甚災分 － － － － － －

合 計 － － － － － －

合 一 般 分 121,668,288 3,279,245 124,947,533 83,756,201 0.670 533

離 島 分 3,830,071 112,921 3,942,992 3,154,390 0.800 25

激甚災分 23,989,575 686,903 24,676,478 20,958,550 0.849 33

計 計 149,487,934 4,079,069 153,567,003 107,869,141 0.702 591
(566)

（注） １  激甚災害とは、激甚災害特別財政援助額による嵩上対象事業をいう。すなわち、
  「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」により、激甚災害と
  なった災害のうち、特別財政援助の交付対象となった事業をいう。
２  離島分とは、「離島振興法」、「奄美群島振興開発特別措置法」及び「小笠原諸
  島振興開発特別措置法」の適用を受ける地域の事業をいう。
３  市町村数の計の( )書きは一般分、離島分及び激甚災分の重複を除いたものである。

４  事業費及び国庫負担額分類表
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